
総務常任委員会会議記録 

１ 日時 昭和４４年９月２６日（金）午前１０時 

２ 場所 市役所第１委員会室 

３ 出席委員         委員長 川又信応君 

              副委員長 関矢尚三君 

           渡辺 勉君   本間正平君 

           浅野重栄門君  坂井友治君 

           栃堀一衛君    以上７人 

 

４ 欠席委員       西沢亮衛君  以上１人 

５ 特別出席         議長  武田英三君 

６ 委員外出席者       参与員 髙橋武義君 

７ 事務局職員       事務局長 近藤正栄君 

                次長 内山 功君 

８ 説明員         市 長  小林治助君 

             市長公室長 長野 茂君 

              総務課長 佐藤正隆君 

              税務課長 栗林清正君 

            市民課長補佐 石黒信一君 

               消防長 山田重行君 

 

９ 事件（１）消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を 

      改正する条例の制定について 

    （２）昭和４４年度一般会計補正予算（第８号）のうち、第１条、 

      同条に規定する第１表中、歳入全款、歳出１款、２款及び９款並びに 

      第２条、第３条及び第４条 

    （３）昭和４４年度 一般会計補正予算（第９号） 

    （４）柏崎広域市町村圏協議会の設置について 

    （５）あらたに生じた土地の確認について 

    （６）字の区域の変更について 

 

１０ 署名委員 渡辺 勉君 浅野重栄門君 

１１ 開議  午前１０時１７分 

１２ 議事の経過概要 

 

（１）消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する 

  条例の制定について 

 

山田消防長 ポンプ１台当りの定数を他市なみに減らして行きたい。団員１人     

７，０００円の費用がかかる。名簿にはのっていても全然顔を出さな



い者がいるのでこの際、減らして行きたい。欠員を補充しないでその

数までもって行きたい。主として旧市内で、７０名減員したいという

ことです。 

関 矢 委 員 ７０名は、全般的に７０名がどうか。 

山田消防長 全部を通じているが、特に旧市内第１分団、第２分団が多いという     

ことです。 

関 矢 委 員 火災予防について支障はないか。 

山田消防長 旧市内を減らしたということで、東署を設計すると全部が３分以内     

の範囲に入る。又旧式の手続きを可撤にかえるということから支障は     

ないと思う。 

関 矢 委 員 火災がおきても消防車の入らない場所がある。可撤を備えてない     

ようなものもある。そういう問題が非常に多いと思う。そういう点は、     

どういうふうに進めて行くか。 

山田消防長 消防署のポンプ車が行けない場所もある。それで自動車に可搬を     

１台塔載している。それから水利の悪い所、道の悪い所もある。年次

計画でそういった所から手をつけているが、老朽したポンプも非常に

多い。整備拡充が遅れているが、今後も十分努力してまいりたい。老

朽ポンプの更新も或程度旧市内を除いては更新して来た。団員数を減

らすのは旧市内は、そういった関係から減らしても関係ないと考えて

いる。 

関 矢 委 員 これを減らすと予算も減るんではないか。 

山田消防長 年度末多少減ると思う。然し、既に４月１日の条例定数で、国、県、     

郡、市の負担金、公務災害の補償組合退職団員の補償費というものが

途中で変更しても減額ということにはならないので、今７０名減らし

てもその数字が即減って来るとは言われないものもある。 

本 間 委 員 はしご車は、もう買ったのか。 

山田消防長 予算はつけたが、調査に手間取って、業者は選定したが、２～３日中     

に正式契約したい。入る時期は２月始めから３月始めになると思う。 

本 間 委 員 茨目の方はどうか。いつ頃になるか。 

山田消防長 ２３日に契約した。３月末になると思う。 

 ◎異議なく、原案どおり可決すべきものと決した。 

 

（２）昭和４４年度一般会計補正予算（第８号）のうち、第１条、同条に規定する  

第１表中、歳入全款、歳出１款、２款及び９款並びに第２条、第３条及び第４条 

 

関 矢 委 員 自衛隊の費用はわかるが、自衛隊について当局の方でどういう    

ふうな気持ちで考えているのか。議会葬があったんですが、これにつ

いては香典などについて聞きたい。 

 

           （午前１０時３７分 休憩） 



           （午前１０時３８分 開議） 

 

近藤事務局長 香典については、口数大体１３１口くらいです。全額は３０万      

２，６００円です。これについては葬儀委員会の方で協議した結果、      

県の場合、高田の斉藤さんの場合を調べて、ご遺族の方へ渡すという      

決定をいただいて翌日渡しました。従って市の方の収入には通って      

おりません。 

小 林 市 長 自衛隊について、その後の経過をご説明いたします。当初は施設大隊    

を誘致したいということであった。その後、自衛隊の計画などを承っ

ていると、施設大隊をどうしても編成替えをするわけにはいかない、

というのが実態のようです。自衛隊の方でも、この問題については非

常に好意的に考えてくれているということは特別委員会の方からもお

話しがあったかもわかりません。新潟県に地震があって石油の火災を

おこした。然し消防では、あの石油火災を防止する能力がない。当時、

自衛隊に対し石油の火災を防止する計画をたてなければならんという    

話しがあったそうです。それから石油、ガスの事故がおきた時の防止

を研究し始めたそうです。もう１つは原子力の放射能の測定というか、

それに対する防衛も考えなければならん。それから毒ガスで攻撃され

る場合に防衛するにはどうやったらよいか。そういうようなものも総

合して防衛するための部隊、これを化学部隊と呼んでいるそうです。

柏崎の場合には、ヘリコプター１０機くらいをもって１飛行隊を結成

するんだそうですが、そういう基地、あるいは化学部隊を置くことも    

１つの方法ではないか。又原子力発電所についての防護予定、感知等

についても考えられるということです。施設大隊を誘致するというの

であれば皆さんの意見が一致していますが、部隊の内容が違いますの

で皆さんからもう一度ご検討いただいて意思の統一を図っていただか

ないと、いきなり誘致の行動をおこすということは考えなければなら

ん。こう思う。そのことも皆さんに改めてお考えを願いたい。それか

らもう１つ、昨日原子力発電所について正式に知事公舎において東電

がわ、県がわ、柏崎市がわ、刈羽村がわが集まって、東電から正式な

依頼を受けた。この内容計画については新聞でも発表になっておりま

す。地点は柏崎市、刈羽村の１２０万坪。１次は４基で４００万キロ

ワット、２次は２～４基で２００～４００万キロワット。調査工事を

４５年、４６年に行なう。 

４７年に準備工事に着手、１号炉は５２年度運転開始、炉型は軽水

炉、送電線は５０万ボルト２００キロ、発電設備５，６００億、送電

設備２００億、計５，８００億円。誘致をいただいて建設することに

決定した。地域開発の推進、地域住民の福祉向上を念願に、安全性の

問題は、もちろん地域における不安を除去することを念願においてい

る。用地の取得などについてもお願いしたい。ということです。私の



方からは（１）レイアウトについては出来るだけ早く聞かせて欲しい。

（２）ピーアール館を現地に速やかに設置して欲しい。（３）今後の調

査計画については早く明かにして欲しい。という３点を申し上げてお

きました。これに対しては近いうちにお願いに来ます。ピーアール館

は、大熊のものは約３億だそうです。柏崎の場合は、まだ本館工事を

やるということには行きかねるということです。暫定的に本館が出来

るまでの資料館等はつくりたい。特に監視態勢については、最も理想

的な監視態勢を作っていただくように別格のご推進をいただきたいと

いうことを申し上げておいた。知事の方からは、県、地元、学識経験

者などを入れた調査会あたりを組織して、そこでそういう調査の連絡

をやって仕事を進めて行った方がよいと思うという発言があった。県

に対しては、水産試験場、衛生研究所、農事試験場これらを総合して

現地に試験場の分場を出来るだけ速やかに設置するように考えて欲し

いというお願いをした。県の方でも水産課の方を中心にして検討する

ようにしたいという話しがあった。 

関 矢 委 員 自衛隊のことについては常識的な考え方になると思うが。 

小 林 市 長 自衛隊の問題については、地域の築栄というような面についてヘリ

コプターなどがあった方がいいんではないかと思う。化学部隊なんか

も、徹小地家観測所なんかも地震の予報が出来るが、化学部隊も防衛

上の現地の監視などが出来ればよいのではないかと思っている。然し、

議会の場合は、施設大隊を考えてやっているだけに市長と議会の意思

が個別になっていることはつつしまなければならぬと思う。 

事 務 局 長 先程の香典の件ですが、７月２１日の葬儀委員会の際に決めました。

口数は１３４口です。 

関 矢 委 員 かしわ荘のことについて聞きたい。 

長野市長公室長 かしわ荘は救護施設で１３０人です。対象者が多いので収容しきれ

ないということです。かねてから収容定員の増員をしたいということ

です。１３０人を１９０人にしたい。それに伴う経費は２，７８９万

２，０００円です。財源は、科学的自動車協議会補助金１，８７４万

円、県の補助４９０万円、県の町村会補助７０万円、県の共同募金会

１７０万円、県市長会補助１５０万円、それに施設が３５万２，００

０円負担してやろうということです。それで市長会の負担割合につい

て協議して、２０万柏崎市がもつ。後の１３０万は１９市で援助する

ということです。現在１３０名を６０名増の１９０名にしたいという

ことです。 

本 間 委 員 市有地側溝工事２０万はどこか。 

佐藤総務課長 緑が丘の遊んでいる土地の所です。側溝工事をやって買収するもの

です。 

川又委員長 かしわ荘の２０万円は、どうして市長会や町内会にもち出すように

なったんですか。 



市長公室長 これは社会福祉法人で、６０名増員をはかる際に、それぞれの関係団

体の補助金によってやらざるを得ないということで、市長会に総額１

５０万の補助を要請したものです。市長会が取りまとめをしてかしわ

荘に出そうということです。費用は市長会の負担金ということです。 

川又委員長 どこの町村でも、そういうことか。 

市長公室長 特に市長会、町内会にお願いしたのは、この施設が全県的な施設であ

るということで、全県に呼びかけて協力をいただいているということ

です。 

川又委員長 従来もこういうものがあったんですか、市長会の負担金という形は

始めてであると思う。 

総 務 課 長 割合いに金額の少ない場合には、共同募金から援助をもらったりし

ている。また、現住者の多い所から個々にお願いしてやっていたのが

実状です。今回のように規模の大きいものは全県にお願いしなければ

出来ないということです。それでお願いしたということです。 

本 間 委 員 徴税の臨時職員はどれくらいか。 

栗林税務課長 現在税務課では１８人使っている。これが不足見込みですから      

５０万お願いしたということです。３年目は固定資産評価者の基準年

度がやってくる。全家屋土地の全般についてやる。土地３３万５，０

００筆、家屋３万５，０００棟の全部についてやらなければならん。

この事務量は誠にぼう大なものがある。これから又作業をやって行か

なければならん。 

栃 堀 委 員 統計調査員の報酬はいくらか。 

総 務 課 長 ７７０円です。 

栃 堀 委 員 何人いるか。 

総 務 課 長 ２２０人見当、８日分を考えている。 

本 間 委 員 調査区地図作成委託料はどうか。 

総 務 課 長 國勢調査が５年毎にある。その前作書として調査区を今年作る。その

調査区の地図を作成する。それが４１０くらいの区画に分けて作る。

これの関係のものです。 

関 矢 委 員 アルミ防火衣・防火帽は最近出来たものか。火災に使うものか。 

山田消防長 従来は、さしこというものを使っていた。数年前からアルミックスと

いうアルミの粉を麻布、綿類にぬりまして水にぬれない、火にも大丈

夫というものが出来る。今度新しく採用した５人分です。従来からの

職員には買ってあります。 

栃 堀 委 員 市税の今後の見込みはどうか。 

税 務 課 長 法人税割は、予算の見積りは７月末で見込んだ。徴税実績４，４３４

万であった。前年度に比較して１.３１倍くらいになる。それで前年

実績の８月～３月が５，１００万くらいあるので、多少これが伸びる

だろうということで１，０００万は大丈夫だということで見込んだ。

今になってみると８月末現在では１.３９倍くらいに伸びているので



この状態が推移すれば法人税割は出てくるんではないかと考えてい

る。市内に６００近くの法人があるが、前年同期に比較するとちょっ

と悪いものがあるが、今の段階ではもう少し伸びるんではないかと思

う。その他の税目は固定資産税でもう１５０万くらい、電気ガスは、

電気が１.１～１.１２くらいに伸びを示しているので大体１５０万

くらい、ガスが免税点引上げになったが１００万くらい、悪くても５

０～６０万くらい出るのではないか。 

５０万以下のものについては、都市計画税も３０万くらい増収にな

るんではないかと思う。個人の市民税で今年１.２にして減税した。

この際の減税見込みが４，０００万と言っていた。この半分は交付税

補てんがあり、予算の面から行けば２，０００万ちょっとくらいの減

額ですむんではないか。従って最終の時に減額しても２，０００万は

交付税にかわるということです。 

栃 堀 委 員 交付税を見込んで２，０００万くらいの減額ですむということか。 

税 務 課 長 これは予算から落とさなければならんというころで４，０００万と

みていたのが２，０００万ちょっとくらいですみそうだということで

す。 

本 間 委 員 交付税が予想外に余計に決定になったということであるが、この点

はどうか。 

税 務 課 長 普通交付税と特別交付税と２つある。そのうち普通交付税が決定に

なった。４億２，５００万くらいです。実際予算よりも１，０００万

近く減っている。たくさん来たのは去年にくらべるとそうであるが、

予算に比較すると減収になっている。それ程楽だということにはなら

ない。 

坂 井 委 員 今までの例からして今後國庫補助金というのはもうどれくらい見込

まれるか。 

総 務 課 長 事業ごとに違うので事業ごとに決めて行かなければならんので、ち

ょっと申し上げかねると思う。それ程大きな事業がない限り動きはな

い。災害以外はあまり狂わないんではないか。 

坂 井 委 員 財産収入は今年はどれくらい売ったんです。 

総 務 課 長 これは、官行造林の流木の売払いだけです。鯨波にある官行造林のも

のです。 

関 矢 委 員 高浜漁港はどうか。 

総 務 課 長 事業は５８０万に決定したので、それに見合う補助金を減額すると

いうことです。 

本 間 委 員 明るい町づくりというのはどうか。 

総 務 課 長 明るい町づくり推進協議会が出来ている。１３７万５，０００円集ま

った。これで街灯を設置するということです。５５０灯です。 

関 矢 委 員 義務教育費の教材費はどうか。 

総 務 課 長 これは各学校ごとに配分してくるが、これは２/１補助です。最終的



な決定をみたための分です。 

関 矢 委 員 枇杷島小学校のものはいくらか。 

総 務 課 長 國は３/１です。 

（午前１１時３５分 休憩） 

（午前１１時３８分 開議） 

◎異議なく原案どおり可決すべきものと決した。 

 

（３）昭和４４年度一般会計補正予算（第９号） 

（４）柏崎広域市町村圏協議会の設置について 

 

栃 堀 委 員 設置についての説明を願いたい。 

市長公室長  （説明）長期展望の作成年次は昭和６０年になっている。職員は、助

役以下６名、市長公室で担当する。各町村から２名程度出して構成し

て行きたい。事務局長は市の助役を考えている。 

栃 堀 委 員 各議会でこの規約を審議して、例えばある町村が入らないと言った

場合の処置はどうか。 

市長公室長  （設置要項参照）県知事が関係市町村と協議の上定めるということに

なっている。一応関係市町村は同意するということですから特別の事

情がない限り抜けるということはないかと思う。然し何らかの事情で

そういうことがあったら県知事が自治大臣と協議のし直しをしなけれ

ばならん。それから更に各町村とも議会にはかって規約の変更をしな

ければならんと思う。 

栃 堀 委 員 手続き上そういうことで各町村と協議をして行くが、これは市長が

やってよいのか。 

市長公室長 知事から公文で協議がなされた。その結果各町村から公文で回答が

なされたということです。２５２条の２の協議については、執行の協

議会ですから議会の関係は入らないということです。それで事務的な

ことを進めて来た。今度は議会の関与する段階であるということです。 

栃 堀 委 員 事務の範囲は、事業を含めてのことか。 

市長公室長 協議会自体が事業主体になるということは考えていない。事業は國、

県、関係市町村、広域事務処理組合などに新たな事案業が加わるとい

うことで事業が行なわれる。 

川又委員長 この協議会の性格は。 

総 務 課 長 これは大きな都市を中心にして周辺の町村が恩恵を受けて行くとい

うことで、総体的な計画をたてて行くということです。一部事務組合

を作ってもよいが、これは事業を執行する団体ですから、事業の実施

そのものをやらないということで、この協議会でやった方がいいんで

はないかということです。 

（午後０時２分 休憩） 

（午後１時５分 開議） 



 

栃 堀 委 員 審議会は２０名というのは、関係町村を含めてということか。 

市長公室長 そうです。議会から１名というと７名になる。１３名は各界の代表と

いうことで商工会、農協、婦人会、青年団というようなことで各層の

適当な方を委嘱したいということです。これについては正式に発足し

てから、その辺は決めて行くということです。 

栃 堀 委 員 １３名は、市とか町村とか人口比ということは考えていないのか。 

市長公室長 県でも委員を委嘱しているが、その委員になっている方からもお願

いしたり地域全般を眺めて適当な方ということですから、各町村毎に

何名ということは考えていない。 

栃 堀 委 員 市の職員は兼務か専務か。 

市長公室長 兼務になります。 

栃 堀 委 員 開発公社、促進協議会等との職員の関係、関連はどうか。 

市長公室長 開発公社の関係については、職務専念の義務免除により職員１名を

開発公社の事務に充用してまいりたい。総合開発促進協議会は全部兼

務でやっております。たまたま同じ人がなる可能性が非常に多いと思

う。広域にわたるいろんな協議会がある。中越地域総合開発促進協議

会は近く発展的に解消してまいりたいという方向をとっている。柏崎

吉田地区工業開発促進協議会は抵開発地域工業開発促進法により指定

を受けた。この地域全般にわたり工業開発を促進しようということで

す。これはなお当分の間継続して行きたいということです。柏崎刈羽

総合開発促進協議会というのが任意の協議体です。これとこの市町村

圏の関係については近く理事会等もあるのでこの辺との関連をどうつ

けて行くか。任意の団体の方を発展的に解消して行くかは今後の相託 

      にまちたいということです。広域事務処理組合、開発公社はご案内の

とおりです。 

栃 堀 委 員 任意組合には違いないが、屋上屋のような感じをもっている。それら

の点も明らかにしてもらいたいということです。 

市長公室長 柏崎刈羽総合開発促進協議会の構成団体は、各市町村、関係団体があ

る。柏崎刈羽地域の開発を促進するために各関係団体がそれぞれの目

的をもって結成されてそれぞれの仕事の促進に当っている。総合調整

的な連絡的機能的なものがあった方がよいということで、この地域の

開発の構想を立てると同時に連絡調整的な役目を果して来ている。広

域市町村圏にはああいう団体が入っていないわけですから構成団体の

範囲、それから狙うところが違うということです。その辺今後検討を

進めてまいりたい。 

栃 堀 委 員 任意のものは同じようなもので必要がないじゃないかと思う。全体

的にどの程度の費用を予定しているか。 

市長公室長 本年度３３０万３，０００円予定している。１５０万は國の補助で

す。会議費７５万２，０００円、事務費５８万７，０００円、事業費



１９１万４，０００円、予備費５万円、計３３０万３，０００円です。

会議費は審議を開く審議委員の報酬、費用代償を考えている。事務費

は通常の旅費など。事業費は調査のための旅費、地図の作成などある

いは計画書の印刷等です。負担金は柏崎８割、他の町村２割というこ

とで、それで１４４万になる。これについては議第７７号でお願いし

たい。 

浅 野 委 員 関係市町村が協議して定める市町村の監査委員というのはどうか。 

市長公室長 関係市町村が相談して市又は町村の監査委員にお願いするというこ

とです。 

本 間 委 員 これは勿論関係市町村が９月定例会にかけている人ですね。 

市長公室長 １０月２０日までに議会の採決をとるように手配をしようという申

し合わせになっている。 

栃 堀 委 員 経費については、国の１５０万はわかったが、事業をやるについては

國、県の財政的な処置はどのように考えられるか。 

市長公室長 これが本年度から発足するということですが非常に抽象的な言いま

わしになっている。県の措置としては、計画の実施に対する指導、助

言、計画の促進に当っては県の関係機関については県も中心になって

働きかけて行こう。県の総体的な遂行を図って行こうということです。

國は、計画策定経費の補助をしよう。それから起債事業、補助事業に

ついては優先的に配慮していこう。広域的な事業に要する経費につい

ては、交付税において特別な財政的な配慮をして行こうということで

すが、交付税でどの程度やってくれるのか等というあたりは今後の問

題になろうかと思う。特別のこのための補助制度というものは何ら考

えられていない。現行制度の中で考えていこうということです。 

川又委員長 特別の法律を優先的に適用しようということか。 

市長公室長 広域市町村圏計画の中で補助起債についても順位を優先して配慮し

てやろうということです。その辺は、あいまいで物たらんわけです。

特別地方公共団体を作って事業主体になって事業を執行するというこ

とも当初あったようですが、それは全部消えてしまった。 

栃 堀 委 員 一応は起債等は有利であると考えてよいか。 

市長公室長 そうです。 

栃 堀 委 員 火葬場等も構想の中に入れてよいわけですね。事業は自治者が考え

ているこの考え方をもって１つの単位にしたいということですね。自

治省の長野行政局長の話によると、地方制度調査会からの答申があれ

ば連絡方式を考えて行きたい。それも法律が要るだということを打ち

出している。町村合併との関係をどういうふうに考えているか。例え

ば西山、刈羽が合併の方針をはっきり打ち出している。それについて

はどうか。 

市長公室長 市町村圏と合併の問題は直接関係はないというように理解している。

そのように仕事を進めている。合併は、あくまでも住民の意思という



ものが合併をするかしないかの基準になろうかと思う。これは現実の

人と物との流れを広域にわたってよりよくするように協力しあいなが

ら開発を進めて行こうということです。 

栃 堀 委 員 基準・構想と基準計画の問題ですが、基本構想は１０年を目途として

長期なものが、基準計画はさし当って何を考えているか。 

市長公室長 基礎集落圏、１次生活圏、２次生活圏、３次生活圏というようなもの

が構成されてその動きがある。この生活圏の中に健康な生活を営んで

行くためには、最低どういうふうな施設が必要なのか。というような

ことから各種施設の整備を考えている。その中で具体的にどういうこ

とを考えていると言われると、そう言った計画で基礎調査をしながら

審議会にはかって計画策定を進めてまいりたいと考えている。 

関 矢 委 員 市町村がこれだけに限られたわけですが、柿崎、頸城はどうか。 

市長公室長 國の方針では来年度、再来年度と設定をしながら全国の市町村がい

ずれの広域圏に含まれるように、開発と住民の福祉を向上させていこ

うという意図です。従って柿崎は今後出来る他の広域圏の中に含まれ

るということではないかと思う。 

川又委員長 広域市町村圏を設定すると、それから外れたものは更に悪くなるよ

うなことになるんではないか。 

総 務 課 長 多少順位が先へ出られるということで国のものがふくまればいいん

ではないかと思う。 

栃 堀 委 員 新都市計画について柏崎は将来そういう計画が適用になるというふ

うに考えているか。 

総 務 課 長 あれは一定のものがあって、どうしても施行しなければならん地区

からは、はずれている。法が改正されない限りは考えられないと思う。 

栃 堀 委 員 國の考え方が、将来どういうふうにもって行こうとするのか、はっき

りわからない。都市計画法が出来たり、広域市町村圏が出来たり、は

っきりわからないので、この点についてはもう少し審議させていただ

きたい。従って今、結議は出さないでお願いしたい。 

本 間 委 員 審議しないわけにはいかん。各町村が１０月２０日までに出さなけ

ればならん。この辺にある程度決めないと当局は困ると思う。 

 ◎本２件については、いずれも起立多数をもって原案どおり可決すべきものと

決した。 

 

（５）あらたに生じた土地の確認について 

（６）字の区域の変更について 

  ◎本２件は、いずれも異議なく、原案どおり可決すべきものと決した。 

 

１３ 散会 午後１時４６分 
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